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泉警察署 

下和泉交番 

045-805-0110 

(泉警察署代表)

泉警察署ホームページ　https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/izumi/ 

　悪質業者からの被害に遭わないため、不審な業者が訪問してきた際には、しっかりと断りましょう。工事終

了後であっても、訪問販売に該当する場合などはクーリング・オフできる場合もありますので、困ったことが

あったら、警察に相談をしましょう。 

　○　被害を防ぐためには 

・　突然訪問してきた業者に点検させない 

・　工事を勧められても、その場では契約せず、しっかりと断る 

・　工事が必要な場合は信頼できる業者に頼む 

・　断っても立ち去らない場合には、警察に通報する 

 などの対応をするようにしてください。

　４月から自転車の交通違反に青切符が導入されました。16歳以上の

自転車利用者に対し、信号無視や「ながらスマホ」などの交通違反に

対する交通反則通告制度(青切符)が導入されました。この制度により、

対象となる違反行為に対して反則金が科されるようになりました。 

　５月は自転車利用者の交通ルール遵守とマナー向上の気

運を醸成し、自転車交通事故防止の更なる徹底を図るため、

交通指導取締り、交通安全教育、キャンペーンなどの活動

を強化する自転車マナーアップ対策を推進します。 

下和泉交番から 

住居侵入事件が発生！ 

　下和泉交番管内の一般民家で家人

の留守中に１階の窓を割られ、室内

に侵入される住居侵入事件が発生し

ています。犯人は下見をする傾向が

あります。近所で不審者

を見たら110番通報をお願

いします。

交番だより 

下和泉交番

https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/izumi/

